
令和６年 

公告第 165 号 

 

一般競争入札公告 

 

 次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の

６の規定により公告する。 

 

 令和７年４月 28 日 

 

北秋田市長 津谷 永光    

 

１ 入札に付する事項 

 （１） 工 事 番 号  農集工第１号 

 （２） 工 事 名  機器更新工事(前田地区 No.305) 

 （３） 工 事 場 所  北秋田市阿仁前田字下山根 地内  

（４） 工 事 概 要  1.中継ポンプ制御盤更新 N＝1 式 

※ 本工事の詳細については、設計書、仕様書等により必ず自身で確認すること。 

 （５） 工 事 期 限  令和７年 12 月５日 

２ 入札参加資格に関する要件 

 （１） 令和７・８年度北秋田市建築工事入札参加者資格名簿に登載された者のうち、「機械器

具設置工事」の登録のある大館市、能代市、北秋田市に本社又は営業所を有する業者で

あること。 

 （２） 地方自治法施行令第 167 条の４及び北秋田市財務規則（平成 17 年規則第 38 号）第

102 条第 1 項の規定により本市の入札参加制限を受けていない者であること。 

 （３） 北秋田市建設工事入札制度実施要綱に基づく指名停止期間中の者でないこと。 

（４） 建築業法第３条第 1 項第２号に規定する「機械器具設置工事」の建設業の許可を得

ているものであること。 

（５） この工事に対応する建設業法の許可業種に係る主任技術者を施工現場に配置でき

る者であること。ただし、契約金額が 4,500 万円（建築一式の場合は 9,000 万円）以

上となる場合にあっては、施工現場ごとに専任の主任技術者を配置できる者である

こと。なお、下請負契約の請負代金の合計が 5,000 万円（建築一式工事の場合は 8,000

万円以上）以上（特定建設業者に限る。）となる場合にあっては、主任技術者に代え

て専任の監理技術者を配置できる者であること。 

 （６） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生



法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（手

続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

３ 入札参加資格の確認 

  入札に参加しようとする者は、令和７年４月 28 日から令和７年５月９日まで（ただし、市役

所開庁日に限る。）の午前９時から午後５時までに下記の書類を北秋田市財務部財政課に提出

し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、郵送又は電送による申

請は受け付けない。また、提出書類の様式は、北秋田市ホームページから入手すること。 

 （１） 提出書類 

    ア 入札参加申込書 （様式第１号） 

    イ 誓約書 （様式第３号） 

 （２） 入札参加資格を有すると確認された者には、令和７年５月 12 日までに一般競争入札参

加資格確認通知書を送付する。 

４ 入札参加資格の喪失 

  入札参加資格を有するとの確認を受けた者が、提出書類について虚偽の記載をしたときは入

札に参加することができない。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

 （１） この業務に係る設計図書の閲覧及び貸出しは、令和７年４月 28 日から令和７年５月 15

日まで（ただし、市役所開庁日に限る。）北秋田市役所本庁舎２階閲覧室において行う。

なお、設計図書に対する質問があるときは、令和７年５月９日正午までに書面で北秋田

市財務部財政課に提出しなければならない。 

 （２） 前号の質問については、令和７年５月 12 日までに書面で回答する。 

６ 現場説明の日時及び場所 

  実施しない 

７ 入札及び開札の日時及び場所 

  令和７年５月16日 午前10時00分 

  北秋田市役所第二庁舎 ３階 大教室（北秋田市花園町 15-1） 

８ 入札方法等 

 （１） 郵送による入札は、認めない。 

 （２） 入札回数は、予定価格を事前公表しているものについては１回、事後公表としている

ものについては３回を限度とする。ただし、２者以上で再度入札における競争性が確保

できると認められる場合、入札を執行する。 

 （３） 入札に際しては、一般競争入札参加資格確認通知書を提示しなければ、入札に参加す

ることができない。 

 （４） 入札時間に遅れたときは、入札に参加することができない。 

９ 入札保証金 



入札参加者は、その見積契約金額の 100 分の５以上の入札保証金を入札前に納めなければな

らない。ただし、次に掲げる場合は入札保証金を免除する。 

 （１） 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結した

とき。 

 （２） 入札参加者が過去２年間に市、国（公団等を含む。）又は地方公共団体と種類及

び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に

履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそ

れがないと認められるとき。 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結し

ないこととなるおそれがないと認められるとき。 

10 契約保証金 

  契約者は請負代金額の100分の10以上の契約保証金を納付するものとする。ただし、  

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

 （１） 契約者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したと

き。 

 （２） 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及

び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 100 条の３第２号の規定に基づき、財務大臣

が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 

 （３） 500 万円未満の工事請負契約を締結するとき。 

11 最低制限価格制度及び低入札価格調査制度 

  本入札においては、最低制限価格制度を適用する。 

12 予定価格 

  3,544,200円(うち消費税及び地方消費税の額322,200円（本件は10%で算出）） 

13 入札の無効に関する事項 

  この公告において定める資格要件を満たさない者が行った入札、提出書類について虚偽の

記載をした者が行った入札並びに北秋田市財務規則第110条に該当する入札は、無効とする。 

14 落札の無効に関する事項 

落札の通知を発した日から７日以内に契約（議会の議決に付すべきものについては、仮契約）

を締結しなかったときは、その落札の効力は無効とする。ただし、落札者が契約締結に応じら

れないやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。 

15 前金払 

 （１） 契約者は、保証事業会社と前払法第２条第５項に規定する保証契約を締結し当該保

証契約書（以下「保証証書」という。）を寄託した場合は、約定により前金払を請求

することができる。 

（２） 前項の前金払の支払額は、請負代金額の 10 分の４以内の金額とする。 



（３） 前金払をした後に設計変更等の理由により契約金額を増額しても、前金払の額は

増額しないものとする。ただし、当該契約金額の増額が著しく多額である場合で、

市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

（４） 契約者は、（１）の規定による前金払の支払いを受けた工事が次の各号に掲げる

要件のすべてに該当する場合は、前金払対象経費について、請負代金額に 10 分の２

を乗じて得た金額の範囲内の額を発注者に請求することができる。 

    ① 工期の２分の１を経過していること。 

     ② 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施するべきものとされてい

る当該工事に係る作業が行われていること。 

     ③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上

の額に相当するものであること。 

（５） 前項の規定により請求する前金払の額と、（１）の規定により請求し支払いを受

けた前金払の額との合計額は、請負代金額に 10 分の６を乗じた額を超えることがで

きない。 

16 その他 

  前各項に定めるもののほか、北秋田市財務規則の定めるところによる。 

 


